
広告景観形成地区制度4
個性的な街並みづくりを進めるうえで、それぞれの街並み
に合った広告物の誘導や規制ができる制度があります。

広告景観形成地区（第39条～第41条）
広告物による個性的な特色ある地域の景観の形成を図るために、許
可地域の中で、景観を形成するため特に必要であると認める地域
を、関係市町村長の意見を聴取のうえ、当該地区の広告物に関する
地区基本方針を定めて、広告景観形成地区として指定することがで
きます。

この基本方針のなかで、当該地区の街並みに合わせて、広告物ごと
に形状、面積、色彩、意匠、高さ、位置などの許可の基準を、地区独自
に定めることができます。

広告協定地区（第42条、第43条）
一定の区域内の土地、建築物及び工作物の所有者等が、景観を形成
するために当該地区内の広告物の形状、面積、色彩、意匠、その他表
示の方法の基準に関する協定（広告協定）を締結したときは、その申
請に基づき、関係市町村長の意見を聴取のうえ、広告協定地区とし
て指定することができます。

社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外されています。

規制を受けない広告物
（第6条第1項、第2項）3

❶

❶～❽は許可基準（第7条）の適用除外、禁止規定（第3条）の適用除外、許可手続き（第2条）が不要
⑨～⑩は許可手続き（第2条）が不要

❷

要      件

他法令の規定により設置されるものや、選挙運動のための貼り札、ポスターの類

・国及び地方公共団体の公報資料及び広報資料
・国及び地方公共団体の案内板及び掲示板
・災害、伝染病の発生等における緊急な事項を告示するもの

国立公園及び国定公園の第二種特別地域、
第三種特別地域及び神奈川県立自然公園の
特別地域のうち第一種特別地域を除く地域
において、店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、
保養所等、又は事業や営業を行っている土地
へ案内及び誘導をするもので、地理的条件
に照らして必要と認められるもので右の基
準を満たすもの

・ ・一の広告物の表示面積が1㎡以  
下（国立公園の第二種特別地域及
び第三種特別地域にあたっては5
㎡以下）

・複数の広告物を統合する場合は、
10㎡以下

・高さは地上5ｍ以下
・光源を用いるものにあっては、動

光、点滅を伴わないもの

・社寺、教会等の礼式や冠婚葬祭の際に掲出されるもの
・地方の年中行事のために表示又は設置されるもの

工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、周囲の景観に調和するものであり、
営利を目的としないもの

電車の車体に所有者の氏名、名称、商標又は所有者の事業や営業の内容を表示する
もの
自動車の車体に所有者や管理者の氏名、名称、店名、商標又は所有者や管理者の事
業や営業の内容を表示するもの

・

・

・ ・

・

・

・

・

・

自動車の使用の本拠地が、他の都道府県、政令市、中核市、屋外広告物条例を制定
している景観行政団体である市町村の場合に、その都道府県市町村の条例の規
定に従って表示するもの

自己の氏名や営業の内容等
を自己の住居、事業所、営業
所等に表示又は設置するも
の

自己の住宅又はそ
の敷地内に自己の
住所、氏名等を表示
するもの
自 己 の 店 舗 、営 業
所、事業所やその敷
地内に自己の所在、
名称、屋号、商標、営
業内容等を表示する
もの

表示面積の合計が10㎡以下（禁止地域、広告景観形成地
区にあっては5㎡以下）

自己の営業に係る特定の商品名等を表示する場合は、そ
の表示面積が全体の表示面積の2分の1以下
建築物の上部に突出するものにあっては、自然系許可地
域及び住居系許可地域のうち第一種住居地域を除く地域
においては、建築物の最高部を超えないもの。また、第一
種住居地域、工業系許可地域、沿道系許可地域、商業系許
可地域においては、建築物の屋根からの高さが4ｍ以下

海水浴場開設期間中の海水浴場の区域における更衣休憩
所、食堂、売店等の海水浴客の利便に供する専用施設に表
示する場合にあっては、表示面積の合計が35㎡以下（建築
物の上部に突出するもので、自然系許可地域及び住居系許
可地域のうち第一種住居地域を除く地域においては、屋根
の最高部から高さが2ｍを超えないもの）

電車又は自動車に表示する
もので、右の要件を満たすも
の

案内図その他公衆の利便に
供するもの

祭典用その他慣例上使用さ
れるもの

要      件

自己の管理する土地や物件に管理上の必要により表示
又は設置するもの

・表示面積の合計が1㎡以下で、地上からの高さが2ｍ以下

国又は地方公共団体が設置し、又は保有する施設又は
物件に寄附者名等を表示するもので右の要件をいずれ
も満たすもの

・表示数は、1施設又は1物件当たり1個であるもの
・表示面積が、広告物を正面から見た場合における当該施設
　又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の
220分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であるもの
・表示される者が寄附者であることが分かるもの

営利を目的としない貼り紙、貼り札その他これに類する
もので、右の基準、要件を満たすもの

・表示面積が1㎡以下
・政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの又はその
　他営利を目的としないと認められる会合及び催物類の掲
　示をするもの

国、公共団体、公益法人その他これに類する団体が表示又は設置するもので、公益上必要と認められるもの

酒匂縦貫道路から酒匂川土手の松並木と富士山を望む
（大井町酒匂縦貫道路沿道広告景観形成地区）
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